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はじ めに 

こ の奄美市地球温暖化防止活動実行計画〔 事務事業編〕改訂版（ 以下「 本計画」

と いう 。）は、 奄美市（ 以下「 本市」と いう 。）市役所関連施設における事務事業に

関し 、 温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全および強化のための

措置に関する計画を 記載し たも のです。
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